
 

職員就業規則  

 

第 １ 章     総 則 

 

（趣 旨） 

第 １ 条  この規則は、労働基準法第 89 条第 1 項の規定により、この土地改良区の職員の就業

に関する事項を定めるものとする。 

（職員の定義） 

第 ２ 条  この規則において職員とは、第 15 条の規定により採用された者を言う。 

（遵守義務） 

第 ３ 条  職員は、この規則を遵守し、上司の命令に服し、秩序を維持するとともに、自覚と

責任をもってその職務を遂行しなければならない。 

 

第 ２ 章     服 務 

 

第 1 節 服務心得 

（服務の基本） 

第 ４ 条  職員は、公共的使命を自覚し、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない。 

（職員の義務） 

第 ５ 条  職員は、その職務を遂行するに当たっては、この土地改良区の定款、規約、諸規程

を遵守し、上司の指示に従わなければならない。 
（禁止事項） 

第 ６ 条  職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) この土地改良区の信用を傷つけ、職員全体の不名誉となる行為をすること 

(２) 職務上知り得た秘密を他に漏らすこと 

(３) この土地改良区の風紀秩序を乱す行為をすること 

(４) 営利を目的とする会社その他団体の役職員となり、または自ら営利を目的とす

る私企業を営むこと。ただし、理事長の承認を受けたときはこの限りでない。 

(５) 職場において行われる言動等に対して、職員が不利益等を受け、又は就業環境

等が阻害される行為（いわゆるハラスメント）をすること 

 

第 2 節 勤務時間・休憩・休日及び休暇 

（勤務時間） 

第 ７ 条  職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。 

区  分 勤 務 時 間 休 憩 時 間 

月曜日から 
金曜日まで 

午前 8時 30分から 
午後 5時 00分まで 

午後 O 時から 
午後 1 時まで 



 （休 日） 

第 ８ 条  職員の休日は、次の各号に掲げる日とする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日（国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。） 

(３) その前日及び翌日が「国民の祝日」である日（日曜日にあたる日及び前号に規

定する休日に当たる日を除く。）は休日とする。 

(４)  8 月 13 日から 8 月 15 日までの期間 

(５) 12 月 29 日より翌年 1 月 3 日までの期間 

２． 前項の休日は、この土地改良区の業務上、特に必要がある場合には、他の日と振り

替えることができる。 

（有給休暇の種類） 

第 ９ 条  有給休暇の種類は、年次休暇・病気休暇及び特別休暇とする。 

（年次休暇） 

第 １０ 条  職員は、1 年につき 20 日の年次休暇を取得することができる。ただし、年の中途

において新たに採用された職員の年次休暇は、別表 1 のとおりとし、10 日以上の年次

休暇を付与された職員は、自身の有する年次休暇のうち年 5 日を、自身が立てた計画

に基づき、確実に取得するよう努めなければならない。 

２．前項に規定する 1 年は、暦年とする。 

３．年次休暇は、労働基準法第 39 条に規定する法定日数を上回る休暇については、分割

できるものとする。 

４．年次休暇は、あらかじめ事前に申し出て、承認を受けなければならない。ただし、

業務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。 

５．年次休暇をその年内に全部を取らなかった場合、労働基準法第 115 条の規定に基づ

き、残りの休暇日数を次年に限り繰り越すことができる。 

（病気休暇及び特別休暇） 

第 １１ 条  職員は、別表 2 により病気休暇及び特別休暇を受けることができる。 

（育児・介護休業） 

第 １１ 条の２  別に定める「職員の育児・介護休業等に関する規程」に基づき対象者が申し

出た場合は、その規定に基づく育児又は介護休業等の措置を受けることができる。 

２．前項の場合の賃金その他の取扱いは、「職員の育児・介護休業等に関する規程」の定

めによる。 

 

第 3 節 時間外勤務 

（時間外勤務） 

第 １２ 条  職員は、この土地改良区の業務上、特に必要があると認めるときは、所定の勤務

時間外または休日等に勤務しなければならない。 

 

 

第 3 章     給 与 等 

 

（給与の種類及び内容） 



第 １３ 条  給与の種類及び内容については、職員給与規程による。 

２．職員の給与は、次に掲げる支給定日に支給する。ただし、その日が休日、または土、

日曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、または土、日曜日

でない日を支給定日とする。 

前月 16 日から当月 15 日までの給与期間の給与の支給定日 

25 日 

３．新たに職員となった者の初任給の基準は、別表 3 による。第 15 条第 3 項の規定によ

り採用された職員については、理事長が定める。 

４．職員の給料の昇給及び改訂等については、香川県職員の例による。 

（期末手当及び勤勉手当） 

第 １４ 条  期末手当及び勤勉手当の計算期間、支給要件、算定基準等については、職員給与

規程による。 

２．期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の基準欄に掲げる基準日の別に応じて、それ 

ぞれの支給日欄に定める日とする。ただし、その日が休日、または土、日曜日にあた

るときは、その日前においてその日に最も近い休日、または土、日曜日でない日を支

給定日とする。 

基準日 支給日 

 6 月 1 日  6 月 30 日 

12 月 1 日 12 月 10 日 

 

 

第 4 章     人 事 

 

第 1 節 採 用 

（採 用） 

第 １５ 条  職員は、採用試験または選考により採用する。 

２．前項の採用試験は、次の各号の書類を提出した受験希望者に対し、筆記試験、口頭

試問、人物性行、教育程度、経歴、知能、健康等を審査して採否を決定する。 

(１)  自筆の履歴書及び写真（最近 6 カ月以内に撮影したもの） 

(２)  住民票記載事項証明書 

(３)  卒業（見込）証明書 

(４)  成績証明書 

(５)  健康診断書 

(６)  その他理事長が必要と認める書類 

３．選考による採用は、次の各号に掲げる職とする。 

(１)  その職務が経験年数及び専門的知識を必要とする職 

(２)  特別の免許または資格を必要とする職 

（条件付採用） 

第 １６ 条  職員の採用は、条件付とし、条件付採用期間の 1 年間を良好な成績で職務を遂行

したときは、当該職員は期間満了の翌日に正式採用となる。ただし、第 15 条第 3 項第



1 号により採用された職員は除くものとする。 

２．条件付採用者は、試用期間中、人物、性格、適性、勤惰、健康状態、その他不適当

と認める場合は、少なくとも 30 日前に予告して解雇することがある。 

３．正式採用された場合は、条件付採用の日から勤続年数に通算する。 

（採用者の提出書類） 

第 １７ 条  新たに採用された職員は、採用後、速やかに次の書類を提出しなければならない。 

(１)  身元保証書 

(２)  誓約書 

(３)  その他人事管理上必要な書類 

２． 第 1 項の提出書類中、記載事項に異動を生じた場合は、遅滞なく届け出なければな

らない。 

 

第 2 節 休 職 

（休 職） 

第 １８ 条  職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを休職

することができる。 

(１)  心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

(２)  刑事事件に関し起訴された場合 

(３)  その他特別の事由があって、休職させることを適当と認めるとき 

（休職の期間） 

第 １９ 条  休職の期間は、次の各号に掲げるところによる。 

(１)  前条第 1 号の規定に該当する場合には、3 年を超えない範囲内において、休養

を要する程度に応じ、個々の場合について、理事長が定める。 

(２)  前条第 2 号の規定に該当する場合は、当該刑事事件が裁判所に訴訟係属する間

とする。 

(３)  前条第 3 号の規定に該当する場合は、1 年を超えない範囲内において、その実

態に応じ、個々の場合について、理事長が定める。 

（休職の効果） 

第 ２０ 条  休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。 

２． 理事長は、休職期間満了前にその事由が消滅したと認められるときは、復職を命じ

るものとする。 

（休職期間の通算） 

第 ２１ 条  休職処分に付された職員が復職後、再び同一疾患により休職処分に付された場合

には、その者の休職期間は復職前の休職期間に引続いたものとみなす。ただし、復職

後 6 か月を経過しているときは、この限りでない。 

２． 第 20 条第 2 項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ医師を指定

して診断を受けさせなければならない。 

 

第 3 節 退 職 

（希望退職） 

第 ２２ 条  職員は、退職を希望するときは、その旨を理事長に願い出なければならない。 



２． 職員は、退職を願い出た後も、退職について承認があるまでは従前の業務に服さな

ければならない。 

（定 年） 

第 ２３ 条  職員の定年は、年齢 60 歳とする。ただし、第 15 条第 3 項第 1 号により採用され

た職員については、理事長が別に定める。 

２． 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれにも該当する者については、嘱託として

再雇用することができる。 

(１)  再雇用を希望し、勤労意欲があること 

(２)  過去 5 年間に無断欠勤をしていないこと 

(３)  過去 5 年間に出勤停止以上の懲戒処分を受けていないこと 

(４)  業務の遂行に支障のない健康状態であると認められること 

(５)  勤続 20 年以上の者 

(６)  勤務成績が良好な者 

３． 再雇用期間は１年ごとの契約期間の更新により、65 歳を上限とする。 

４． 再雇用後の労働条件、その他雇用に関する必要な事項は理事会において定める。 

（退 職〕 

第 ２４ 条  職員が、次の各号の一に該当する場合は退職とする。 

(１)  職員が、定年に達した以後における最初の 3 月 31 日 

(２)  休職期間が満了し復職を命ぜられないとき 

(３)  禁固以上の刑に処せられたとき 

(４)  死亡のとき 

 

（退職手当） 

第 ２５ 条  職員が退職した場合、その者（死亡に因る退職の場合はその遺族）に退職手当を

支給する。ただし、懲戒処分による免職事由により解職された者には支給しない。 

２． 前項の退職手当の支給に関しては、職員退職給与規定に定めるもののほか、香川県

職員の退職手当に関する条例を準用する。 

 

 

第 5 章     安 全 衛 生 

 

（遵守事項） 

第 ２６ 条  職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、災害防止、保健衛生に努めなければ

ならない。 

（就業禁止） 

第 ２７ 条  職員が、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ専門医師の意見を聞き、就

業を禁止する。 

(１)  法定の伝染性の疾病にかかった者 

(２)  精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者 

(３)  前各号に準ずる疾病にかかった者 

（健康診断） 



第 ２８ 条  職員に対して、毎年 1 回、定期に健康診断を行う。 

 

 

第 6 章     災 害 補 償 

 

（災害補償） 

第 ２９ 条  職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従っ

て療養補償・休業補償・障害補償及び打切補償を行う。また、業務上で死亡したとき

は、遺族補償及び葬祭料を支払う。 

２． 前項により、補償を受ける職員が、同一事由により労働者災害補償保険法による保

険給付を受けた場合においては、労働基準法第 84 条の規定により補償の責を免れる。 

 

 

第 7 章     分 限 ・ 懲 戒 

 

（分限及び懲戒の基準） 

第 ３０ 条  すべての職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 

２． 職員は、この規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任、免

職、休職、降給されず、懲戒処分を受けることがない。 

（分 限） 

第 ３１ 条  職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任

し又は免職、降給することができる。 

(１)  勤務成績が良くない場合 

(２)  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

(３)  前 2 号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

(４)  職制若しくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合 

（懲 戒） 

第 ３２ 条  職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒

告、減給、停職または免職の処分をすることができる。 

(１)  この土地改良区の定款、規約、諸規程又は上司の職務上の義務命令にしばしば

違反したとき、または、その違反が重大なとき 

(２)  職務を怠ったとき 

(３)  重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき 

(４)  正当な理由なく無断欠勤したとき 

(５)  その他前各号に準ずる行為があったとき 

（懲戒の手続） 

第 ３３ 条  戒告、減給、停職または免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付

して行わなければならない。 
（戒告の効果） 

第 ３４ 条  第 32 条の規定に基づく戒告は、始末書をとり、注意を与え、将来を戒める。 

（減給の効果） 



第 ３５ 条  第 32 条の規定に基づく減給は、1 回の減給額がその月の給料額の 1 日分の半額を

超えないで、かつ減給額の合計が、その月の給料額の 10 分の 1 を超えない範囲で給料

を減額する。 

（停職の効果） 

第 ３６ 条  第 32 条の規定に基づく停職の期間は、1 日以上 1 年以下とする。 

２． 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。 

３． 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。 

（免職の効果） 

第 ３７ 条  第 30 条の規定に基づく免職は、所轄労働基準監督署長の認定を受け、予告期間を

設けることなく、即時に解雇する。 

（損害賠償） 

第 ３８ 条  職員が、故意または過失によって、この土地改良区に損害を与えたときは、その

全部または一部を賠償させる。ただし、これによって懲戒を免れるものではない。 

 

 

付       則 
 

１． この規則は、令和 ２年 １０ 月 ３０ 日から施行する。 



別表 1 年 次 休 暇 

採用

月 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

1O

月 

11

月 

12

月 

日 

数 

20

日 

18

日 

17

日 

15

日 

13

日 

12

日 

10

日 
8 日 7 日 5 日 3 日 2 日 

別表 2 有給休暇の基準 

種 類 原 因 承 認 を 与 え る 期 間 

1 病気休暇 
 
 
 
 
 
 
 
2 特別休暇 

1 職務上の傷病の場 
 合 
2 結核性疾患の場合 
3 切迫流産、切迫早産

その他の妊娠に起
因する疾病 

4 その他の傷病の場 
 合 
 
 
1 感染症予防法によ

る交通しゃ断また
は隔離の場合 

2 風害、水害、地震、
火災その他の非常
災害により次のい
ずれかに該当する
場合その他これら
に準ずる場合 

①職員の住居が滅失
し、または損壊した
場合 

②職員及び職員と同
一の世帯に属する
者の生活に必要な
水、食料等が著しく
不足している場合
で、職員以外にはそ
れらを確保を行う
ことができないと
き 

3 その他交通機関の
事故等の不可抗力
の原因 

4 職員の分べん 
①産前休暇 
 
 
②産後休暇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 妊娠障害休暇 
 

その療養に必要と認める日数 
1 年の範囲内において、その療養に必要と認める日数 
180 日の範囲内において、その療養に必要と認める日
数 
 
 
90 日の範囲内において、その療養に必要と認める日
数 
 
 
その都度、必要と認める期間 
 
 
1 週間を超えない範囲で、その都度、必要と認める期
間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その都度必要と認める時間 
 
 
 
分娩予定日前 8週間(多胎妊娠の場合は 14週間)以内
で請求した期間 
 
分娩日後 8週間(医師の診断により引き続き産後の休
養を要する場合には、2 週間以内で必要と認める期間
を加えた期間) 
※産前休暇は本人の請求を条件としているので、請
求すること。(医師及び助産婦が分娩日を証明するも
のを提出し、請求すれば使用者はこれを本人に与え
なければならない。 
※産後休暇の場合、本人の請求に関係なく取れる。
また分娩予定日が遅れても、実際の分娩日後 8 週間
取れる。 
妊娠に起因するつわりなどの障害(病気は除く)によ
り、勤務することが困難である場合、妊娠の期間に



 
 
 
6 通院休暇 
 
 
 
7 健康管理休暇 
 
 
8 出産補助休暇 
 
 
9 男性の育児参加の

ための特別休暇 
 
 
10 父母、配偶者または

子の祭日 
11 忌引 
12 お盆の休暇 
13 年末、年姶の休暇 
14 本人の婚姻 

おいて 14 日 
※妊娠していることの証明書等は、母子健康手帳で
足りる。 
妊娠 23 週まで・・・4 週間に 1 回 
妊娠 24 週から 35 週まで・・ 2 週間に 1 回 
妊娠 36 週から出産まで・・・1 週間に 1 回 
産後 1 年まで・・・・・・・ 1 回 
2 日を超えない範囲内で職員が請求した期間 
※女性職員が生理により勤務することが著しく困難

である場合。 
その都度必要と認める日または半日。ただし、分べ
ん予定日前 1 週間以内及び分べん日以後 2 週間以内
の期間において 3 日を限度とする。 
配偶者の分娩予定日前 8 週間（多胎妊娠の場合は 14
週間）以内及び分娩日以後 16 週間以内の期間におい
て 5 日を限度とする。 
（1 日または半日） 

2 日を超えない範囲内で職員が請求した期間 
 
忌引日数表に定める期間内で必要と認める期間 
8 月 13 日から 8 月 15 日までの間 
12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの間 
7 日間（週休日等を含まず） 

備考 上の期間中には、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。 

 

忌 引 日 数 表 

血族姻族の別 死亡した者 日数 

 配偶者 10 日 

血 族 

1 親等の直系尊属(父 母) 
同   卑属( 子  ) 

2 親等の直系尊属(祖 父 母) 
同   卑属( 孫  ) 

2 親等の傍系者(兄弟姉妹) 
3親等の傍系尊属(伯叔父母) 

7 日 
5 日 
3 日 
1 日 
3 日 
1 日 

姻 族 

1 親等の直系尊属 
同   卑属 

2 親等の直系尊属 
2 親等の傍系者 
3 親等の傍系尊属 

3 日 
1 日 
1 日 
1 日 
1 日 

備考 

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1 親等の直系血族（父母及び子）

に準ずる。 

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することがで

きる。 

 

別表 3 初任給基準表 

試 験 学歴・免許 初 任 給 

正
規 
の 
試
験 

上級 大 学 卒 1 級 29 号給 

中級 短 大 卒 1 級 19 号給 

初級 高 校 卒 1 級 9 号給 

制服の付与に関して、退職の際には返却しなければならない。 

 


